
 

あま市家庭用ごみ減量機器設置費補助金交付要綱 

 あま市家庭用ごみ減量機器設置費補助金交付要綱（平成２２年あま市告示第

１１７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される生ごみの減量化、再資源

化（リサイクル）及び自家処理を推進するため、家庭用電動式生ごみ処理機

（以下「生ごみ処理機」という。）を購入し、設置した者に対して行うあま市

家庭用ごみ減量機器設置費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、

あま市補助金等交付規則（平成２２年あま市規則第３４号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助の対象） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも

該当する者とする。 

(1) 市内に住所を有し、かつ現に居住している者 

(2) 生ごみ処理機を購入し、自ら居住する住宅（敷地を含む。）に設置した者 

２ 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機の数は、１世帯につき１基を限度

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた日後５年が経過し、当該

補助金の交付を受け設置した生ごみ処理機が使用不能となり買い替える場

合は、補助金の交付の対象とする。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、生ごみ処理機の購入費用の３分の１に相当する額とし、

２万円を上限とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、生ご

み処理機を購入し、設置した日の属する年度内にあま市家庭用ごみ減量機器

設置費補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添付して、市長に提出

するものとする。 

 （補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付

の可否を決定し、あま市家庭用ごみ減量機器設置費補助金交付決定通知書（様

式第２号）又はあま市家庭用ごみ減量機器設置費補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「決定者」という。）は、あま市

家庭用ごみ減量機器設置費補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するもの



 

とする。 

 （交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金の交付に関し偽りその他不正な行為があったとき 

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返

還を命ずるものとする。 

 （調査又は指導） 

第８条 市長は、必要と認めるときは生ごみ処理機の設置及び管理の状況につ

いて調査し、又は指導することができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


